
平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

子ども家庭局

重
点
項
目

課長 3 人

係長 4 人

職員 8 人

主要 業務目的 課題

○

○

○

○
子育ての悩みや不安
への対応

・「元気発進！子どもプラン」の次期計画の策定および計画の周知
・「子ども・子育て支援新制度」の本格施行に向け、制度を周知するとともに業務体制の整備など新制度の開始に向けた準備の本格化
・子ども・子育て支援新制度を先取りした幼稚園や認定こども園、小規模保育などにおける保育サービスの充実
・「元気発進！子どもプラン」に基づく、子育ての悩みや不安に対応する事業の実施

課
長
名

猪本　由美子
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

134,500 千円
人件費

目安の金額

新･認定こども園運営支援事
業

認定こども園の運営に要する費用を補助し、子どもが安心して
育てられる体制を整備する。

幼稚園や認定こども園等の施設整備および
運営に対して助成し、待機児童の解消を図
る。

新･認定こども園整備事業

新･小規模保育設置促進事
業（幼稚園）

小規模保育施設の施設整備に要する費用を補助し、子どもが安
心して育てられる体制を整備する。

新･幼稚園預かり保育運営支
援事業

幼稚園が実施する長時間預かり保育の運営に要する費用を補
助し、子どもが安心して育てられる体制を整備する。

5,747,218 千円

課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

新･小規模保育運営支援事
業（幼稚園）

小規模保育施設の運営に要する費用を補助し、子どもが安心し
て育てられる体制を整備する。

赤ちゃんの駅登録事業
官民が協力して、乳幼児を持つ保護者が外出した際、授乳やオ
ムツ換えができる施設を「赤ちゃんの駅」として登録し、子育て中
の親が安心して外出できる環境づくりを行う。

子ども家庭政策課

本市や企業、支援団体による子育て支援の
取組みの幅広い周知・ＰＲに努め、子育てを
地域で支えるという意識を市民に啓発する。

地域における子育て支援へ
の啓発事業

　本市や企業、支援団体による子育て支援の取組みを、幅広く
周知・ＰＲを行い利用促進を図るとともに、地域社会全体で子育
てを支えるという意識を市民に啓発する。

保育サービスの充実

待機児童の解消を図る
ため、子どもを安心して
育てることができる体制
の整備が必要

イベントを活用した「赤ちゃんの駅」ＰＲ方法
を見直し、経済的・効率的な登録施設数増や
利用促進に努める。

認定こども園等の施設整備に要する費用を補助し、子どもが安
心して育てられる体制を整備する。

子育ての悩みや不安を
緩和するよう、身近な地
域で親子を支える仕組み
をつくるとともに、子育て
を地域で支えるという意
識を市民に啓発すること
が必要



主要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

－

○

必要とされる子育てに関
する情報が市民に届くよ
う、情報提供のあり方を
見直すとともに、内容を
充実させることが必要

｢元気発進！子ども
プラン」に基づいた子
ども関連施策の推進

個別事業の進捗と施策
の成果の点検・評価が必
要

子どもの館・子育てふれあい
交流プラザの運営

子どもの豊かな感性や創造力を育み、子育て中の保護者が持
つ負担や不安感を解消するための総合的な子育て支援拠点施
設として、「子どもの館」、「子育てふれあい交流プラザ」の運営を
行う。（両施設ともに、「指定管理者」が運営）

北九州市子ども・子育て会議を開催し、｢元気発進！子どもプラ
ン」の次期計画を策定するとともに、タウンミーティングの開催な
どにより計画の周知を図る。

平成26年度から始まる新制度の事務に対応
するための業務体制の準備など、新制度の
開始に向けた準備を本格化させる。

子ども・子育て支援新制度準
備事業

｢元気発進！子どもプラン」の点検・評価を行う。

新・子ども・子育て支援新制
度実施事業

子ども・子育て新制度の施行に向け、システムの運用や市民・事
業者の手続きの開始、業務体制の整備など具体的な事前準備
と実施作業を行う。

・子育て中の人が、子どもの成長に応じた情
報をタイムリーに、かつ手軽に入手できるよ
う、情報誌の内容や情報提供方法の充実
を、引き続き図っていく。
・子育てに優しいまちづくりに向けたキャン
ペーン「すくすく子育ちフェスタ」は、「元気発
進！子どもプラン」に基づき、子育て日本一
を実感できるまちづくりの周知啓発を目的に
平成２２年度より実施してきたが、本市の総
合的な子育て支援拠点施設である「子どもの
館」・「子育てふれあい交流プラザ」での親子
で楽しめるイベントのほか講座、相談及び情
報提供が充実してきたことから、大規模イベ
ントによるキャンペーンを見直し、今後は、両
施設での各種事業を通じた、地域社会全体
で子育て支援する環境づくりの取組みを検
討する。

子育てに関する情報提供・Ｐ
Ｒ

子育て中の人が、子どもの成長に応じた情報をタイムリーに、か
つ手軽に入手できるよう、情報誌「北九州市こそだて情報」や「子
ども家庭レポート」を発行し、子育てに関する情報の提供を行う。

昨年度と同様の手法で、点検・評価を行う。
北九州市後期次世代育成行
動計画推進事業

「元気発進！子ども
プラン」の次期計画
の策定および子ども・
子育て支援新制度へ
の円滑な移行

「元気発進！子どもプラ
ン」の終了および平成27
年4月に予定される子ど
も・子育て支援新制度の
開始

子ども・子育て支援法で新たに策定が市に
義務付けられた子ども・子育て支援事業計
画を含む次期計画の策定および周知に努め
る。

－

子育ての悩みや不安
への対応



主要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

－
草刈事業

当局が所管している空き地等に繁茂した雑草を除去することに
より、害虫などの発生を予防し、景観の維持及び生活環境の保
全等に寄与する。

人権研修等各種研修参加に要する経費

子ども家庭政策課一般 一般事務費。

その他

研究集会等参加事業

－

子ども家庭職員費 子ども家庭局の職員費



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

子ども家庭局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 6 人

職員 17 人

主要 業務目的 課題

○

○

○

・児童育成活動の充実
・児童育成活動について、引き続き支援す
る。

北九州市地域活動連絡協議
会運営補助

同協議会（旧母親クラブ連絡協議会）の活動（総会、研修、行政
機関への各種協力等）に対する補助。

児童健全育成ボランティア
（みらい子育てネット）推進事
業

児童館を拠点として児童健全育成活動をしている「みらい子育て
ネット（旧母親クラブ）」の活動に対する補助。

放課後児童クラブ運営費

放課後児童クラブ等活動支
援事業

放課後児童クラブ等に、スポーツ、文化等の指導員を派遣し、体
験活動の充実のための支援を行う。

児童館の充実

・未就学児や中高生の利
用促進

・指定管理の提案内容で、実施可能なもの
から実施する。

児童館運営費 児童館（旧センター除く３３館）の運営委託経費。

児童館の管理・運営費（指
管）

・旧児童センター（９館）の運営委託経費。

放課後児童クラブの
充実

・利用児童の増加に対応
するため、児童の生活ス
ペース等必要な環境の
整備

・障害児を含め利用児童
増加に対応するための
指導員の資質向上

・待機児童を出さずに、また、７１人以上の大
規模クラブの解消を図るため、増設工事や
建物リースにより、施設の増設整備を行う。

・指導員を対象とした研修の充実や、臨床心
理士等による訪問指導等に引き続き取り組
む。また、指導員相互の交流等を促進する。

・地域の特色を活かした魅力あるクラブづくり
を推進する。

放課後児童健全育成事業
（投資分） 留守家庭以外の児童も受け入れ、希望するすべての子どもたち

の放課後の居場所づくりを進めるため、放課後児童クラブの施
設整備を行う。

放課後児童健全育成事業

放課後児童クラブ改修 放課後児童クラブの施設・設備の修繕、補修を行う。

放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブの開設時間の標準化等により運営体制の充
実を図るとともに、高学年児や障害児を含め児童への対応が適
切に行えるよう指導員の資質向上を図る。

32,907,024 千円 210,500 千円

課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

子育て支援課

子どもの健全育成と子育て支援を推進する。
　①放課後児童クラブの充実
　②児童館の充実
　③母子保健の推進
　④母子医療等の助成
　⑤子育ての悩みや不安への対応
　⑥地域における子育ての支援の環境づくり
　⑦社会的養護が必要な子どもへの支援
　⑧ひとり親家庭への支援

課
長
名

西尾　典弘
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費

目安の金額



主要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

○

○

○

○
・乳幼児等医療費支給事
業の継続実施

乳幼児等医療費支給事業
乳幼児等の保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成す
る。

母子医療等の助成

・不妊治療に関する支援
や啓発

・母子医療費等の負担の
軽減

・特定不妊治療の助成と交流会を引き続き
実施する。

・母子公費負担医療費の助成を引き続き実
施する。

新生児聴覚検査事業
聴覚障害を早期発見し、早期療育に繋げるため、新生児に対す
る聴覚検査費用の一部を助成し、関係機関と連携を取り支援を
行う。

特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に要する費用の一部を
助成し、専門の相談窓口を設置し相談に応じる。

母子公費負担医療費助成
母子保健法等に基づき、障害の予防、医療費負担の軽減等の
ため、医療費の公費負担を行う。

・増大する福祉医療費の状況を踏まえ、持続
的な福祉医療制度のあり方について検討を
行う。

基本的生活習慣の定
着や食育の推進

・妊娠期や乳幼児期の食
育の推進

・思春期保健の推進

・食育の取り組みとして、妊娠期、乳幼児期
の食に関する教室を開催し、悩み解消のた
めのきめ細かい指導を行う。また、各段階の
食生活について、食育の啓発を行う。

・思春期保健連絡会を開催し、小中学校での
健康教育に加えて、保護者や地域とともに思
春期の課題に取組めるよう、効率的に実施
する。

食を通じた乳幼児等の健康
づくり事業

妊産婦や乳幼児の食に関する悩みや不安を解消するため、実
習型の離乳食教室、妊婦さんのための健康料理教室を開催す
る。また、乳幼児の食事、妊娠中の食事についてのポイントをま
とめたリーフレットを作成･配布する。

親子ですすめる食育推進事
業

幼稚園や保育所等において、乳幼児の保護者を対象に、食育に
ついて、栄養士の講話や調理実演などの教室を開催する。

思春期保健連絡会
思春期保健に関し、医療･学校･地域･行政等の関係者による連
絡会を開催し、協議された内容について、啓発及び保健指導等
を実施する。

養育支援の必要な家
庭に対する支援の充
実

・発達障害の早期発見

・児童虐待の予防

・子育ての孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成
の確保を図るため、生後４ヶ月までの乳児が
いるすべての家庭を訪問し、適切な指導や
支援につなげる。

のびのび赤ちゃん訪問事業
妊産婦・新生児・未熟児等に対して、適切な時期に家庭訪問し、
支援が必要な家庭に対して適切な指導や支援、サービスの提供
に結びつける。

地域でつくる子育て応援事業
区の推進協議会やまちづくり協議会等と連携し、子育てに間す
るボランティア活動や地域特性を生かした子育て支援活動等を
支援する。

母子保健調査研究事業 母子保健に関する総合的な調査・研究を実施する。

安全に安心して妊
娠・出産できる環境
づくり

・子育ての孤立化の防止

・妊婦健診の確実な受診

・妊娠、出産に関する情
報の提供

・母子の健康支援や養育リスクを妊娠期、出
産、子育て期と切れ目なく把握し支援する。
・妊婦健診、乳幼児健診について、これまで
の公費助成を維持する。また乳幼児健診未
受診者への対策を実施する。

すくすく子育て支援事業
安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、妊
娠・出産・育児期における保健事業を実施する。

母子健康診査
母子保健法に基づき、妊婦や乳幼児の健康管理のため、健康
診査等を実施する。



主要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

○

○

○

○
・子育てに関する相談窓
口の利用推進と充実

・ＤＶ被害者への支援

子育て世帯臨時特給付金事
業

消費税引上げによる子育て世帯への影響を緩和するために、児
童手当の支給対象児童に対し臨時給付金を支給する。

・ＤＶ被害者を保護するため、民間団体の
シェルターの運営を引き続き支援する。

民間ＤＶシェルター活動支援
ＤＶ被害者の保護支援活動を行っている民間団体に対する補助
金。

児童手当法に基づき、中学校終了前までにある児童を監護し生
計を維持する人に手当を支給する。

児童手当事務費 児童手当支給に要する事務費。

災害遺児手当 交通遺児、災害遺児を養育する人に手当を支給する。

助産施設措置費
児童福祉法に基づき、助産施設へ、経済的な理由により入院助
産を受けることができない妊産婦の助産に要する経費を支弁す
る。

地域ぐるみで子育てを支える取り組みを進めるため、小学校区
単位を基本に、市民センター等を拠点とした子育て支援活動を
促進する。

みんなの子育て・親育ち支援
事業

地域全体の育児力を高め、親の社会的成長を促すため、身近な
地域における子育て支援及び子育てにかかわる団体への活動
支援を行う。

子育ての悩みや不安
への対応

・「子ども・家庭相談コーナー」では、相談件
数が増加し、その相談内容も複雑化してい
る。そのため、計画的な研修を通じて、相談
員の資質の向上を図り、引き続き事業を継
続する。

子ども・家庭相談コーナー運
営事業

子どもと家庭に関する総合相談窓口として、各区に設置されて
いる子ども・家庭相談コーナーの運営経費。

・子育ての経済的負担な
負担の軽減

・手当を支給することにより、子どもの育ちを
支援する。

・経済的な理由により、入院助産を受けられ
ない妊産婦を支援する。

児童手当

地域における子育て
支援の環境づくり

・区レベルの子育て支援
の拠点としての親子ふれ
あいルームの充実

・地域で子育てを支える
取り組みの推進

・親子ふれあいルームが、各地域の子育て
支援団体・施設等との連携ができるよう、各
種会議での周知やアドバイザーの派遣等を
通じて支援していく。また、ニーズにあった研
修の実施や全ルームの連絡会議の開催を
通じ情報交換を行い、事業者間の連携を図
り、活動を充実させることで、利用者増を図
る。

・子育てに優しいまちづくり推進事業におい
ては、市の関係部署との情報交換を行い、
支援の対象地域の掘り起こしを行い、地域で
子育てを支える重要性を認識してもらい、事
業利用の働きかけを行っていく。

親子ふれあいルーム運営委
託

親子が気軽に集い、交流、情報交換、育児相談等ができる親子
ふれあいルームの運営委託経費

親子ふれあいルーム運営事
業

親子が気軽に集い、交流、情報交換、育児相談等ができる親子
ふれあいルームの運営委託経費

子育てに優しいまちづくり推
進事業



主要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

○

○

○

ひとり親家庭自立支援給付
金事業（拡充）

ひとり親家庭の父母に対し、就職に有利な資格を取得するため
の自立支援給付金を支給するもの。

ひとり親家庭自立支援給付
金事業

児童福祉施設総合支援事業
児童養護施設の入所者の保証人を確保しやすくするため損害
賠償保険料及び児童養護施設職員の指導員養成研修経費。

児童家庭支援センター運営
児童虐待等、児童・家庭・地域住民からの相談に応じ、児童相
談所との連携・連絡調整等を総合的に行う児童家庭支援セン
ターの運営経費。

児童養護施設等処遇改善事
業

児童養護施設に入所している発達障害児などの処遇困難児へ
の必要なケアと他児の処遇の質を確保するための職員加配費
用。

児童養護施設等措置費
児童福祉法に基づき、児童入所施設に対し、入所措置等による
児童の養育又は保護に要する費用を支弁する。

元利補給補助（児童養護施
設等）

老朽改築等施設整備を行った社会福祉法人（児童養護施設、乳
児院）を対象に、借入金償還の元金及び利子について補給を行
う。

地域児童健全育成推進事業
児童養護施設等職員の研修事業委託経費及び児童養護施設
等入所児童の交流事業経費。

保護者等の疾病等の事由により、家庭における養育が一時的
に困難となった場合に、児童養護施設等において短期的に養育
する。

社会的養護が必要な
子どもへの支援

・子どもに合った養育環
境の調査提供と体制の
整備

・児童虐待の早期発見・対応につながる体制
づくりを進めるため、医療機関を中心として
ネットワークを構築する。

・児童の自立を支援する制度の充実、発達
障害児等への手厚いケアを行う等児童の養
育環境の充実、改善に努める。

児童虐待防止医療ネットワー
ク事業

児童虐待の早期発見・対応につながる体制づくりを進めるため
医療機関を中心としたネットワークを構築する。

民間児童養護施設等運営補
助

民間の児童養護施設及び乳児院の運営の不足を補い、施設運
営の円滑化並びに入所児童及び職員の処遇の向上を図る。

児童養護施設等入所児童自
立生活支援事業

児童養護施設を退所する児童に、一人暮らし助成、大学進学へ
の助成を行うことで、安定した自立生活を開始するための支援
を行う。

・児童の養育が困難とな
る家庭に対し、児童を短
期であずかることが可能
なサービスがない。

・保護者の育児疲れにより児童の養育が困
難となる家庭が利用可能なサービスを提供
できるように、対象事業の要綱等を見直す。

ほっと子育てふれあい事業
子育ての援助を行いたい「提供会員」と、援助を受けたい「依頼
会員」とでボランティア組織をつくり、相互支援活動を行う。

親子短期支援事業



主要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

○

ひとり親家庭の生活
の安定と向上

寡婦に対し、経済的自立、扶養している子の福祉等のための資
金を貸し付ける。

児童扶養手当事務費 児童扶養手当支給に要する事務費。

母子寡婦福祉資金システム
改修

マイナンバー法施行に伴う母子寡婦福祉システム改修経費。

母子福祉資金貸付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに対し、経済
的自立、児童の福祉等のための資金を貸し付ける。

寡婦福祉資金貸付金

ひとり親家庭等医療費支給
事業

ひとり親及びひとり親家庭の児童並びに父母のない児童の保険
診療にかかる医療費の自己負担額を助成する。

貸付事業総務費 母子寡婦福祉資金貸付に要する事務費。

母子生活支援施設運営費
（施設整備）

母子生活支援施設の修繕等、維持経費。

ひとり親家庭のための北九
州市合同就職説明会

就職が困難な母子家庭の母の就業と自立を支援するため、ひと
り親家庭への理解を示す複数の企業との面談の場を提供する。

児童扶養手当
児童扶養手当法に基づき、１８歳までの児童を監護又は養育す
る、ひとり親家庭の親等に対し手当を支給する。

母子福祉センター運営委託
母子福祉を総合的に推進する拠点である母子福祉センターの事
業運営に係る経費。

母子家庭等生活支援事業
母子家庭等への育児や食事の世話などの手伝いをする家庭生
活支援員の派遣委託料、交流会委託料及び指定宿泊所に対す
る利用補助。

北九州市母子寡婦福祉大会
補助金

北九州市母子寡婦福祉研修大会の運営経費に対する補助金。

・ひとり親家庭の生活の
安定につながる就業、経
済的支援

・ひとり親家庭の支援を
する窓口や事業の周知

・父子家庭への支援の拡
大

・ひとり親家庭の生活の安定と向上を図るた
め、引き続き、就業支援、経済的支援、子育
て・生活支援、相談・情報提供等の施策に総
合的に取り組む。

・ひとり親家庭等への支援を総合的に行う母
子福祉センターの認知度が低いことから、
様々な機会を通じてＰＲし、また、就業支援
の講座を見直すなど、利用者の増加を目指
し、ひとり家庭等の自立促進を図る。

・就業支援の充実を図るため、２４年度から、
母子福祉センターの就業支援員に専門職を
配置して行っている自立支援プログラム策定
事業をＰＲし、事業による就業者の増加を図
る。

・父子家庭への支援については、これまで手
当や医療についても対象とし、２５年度から
は、高技能訓練促進費等給付金や母子福祉
センターでの就業支援の対象とした。今後、
福祉資金の貸付対象にも拡大していくことを
検討する。

母子寡婦福祉資金特別会計
繰出金（臨時）

母子寡婦福祉資金貸付に要する事務費について、一般会計か
ら母子寡婦福祉資金特別会計への繰出金

母子寡婦福祉資金特別会計
繰出金（配分）

母子生活支援施設措置費
児童福祉法に基づき、母子生活支援施設に対し、児童の福祉に
欠ける母子家庭を入所措置等させ、保護することに伴う費用を
支弁する。



主要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

－

児童館等耐震診断
昭和５６年６月以前建築の児童館等の施設について、耐震改修
工事の要否を判断するため、耐震診断を行う。

児童館改修
市内３３館の児童館のうち、老朽化に伴う児童館の内外壁の剥
落や雨漏りの恐れがある施設の大規模改修を行う。

児童館整備 老朽化の進む施設の修繕、補修等を行う。

子育て支援課一般 課の一般事務費。

児童館の管理・運営（法令）

繰出金（公債償還）
母子寡婦福祉資金特別会計剰余金を国に償還するための繰出
金。

繰出金（一般会計）
母子寡婦福祉資金特別会計剰余金を一般会計に繰り入れるた
めの繰出金。

その他

児童館職員（旧児童センター）の各種研修参加に要する経費。

－児童館（旧児童センター）の改修工事経費。

児童館の管理・運営（法令） 児童館（旧児童センター）の施設修繕、備品購入のための経費。

研究集会等参加（児童セン
ター）



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

子ども家庭局

重
点
項
目

課長 4 人

係長 6 人

職員 13 人

主要 業務目的 課題

保育の質の向上

・多様化する課題に対応
しながら、子ども・家庭・
地域への支援を進める
ため、保育士の専門性
の向上に取り組むととも
に、その業務を支える取
り組みを進め、保育の質
の向上を図ることが必要

・保育所に求められる役割の多様化を踏ま
え、体系的な研修等を通じて保育士等の専
門性の向上に取り組むとともに、保育所に対
する専門的な支援体制を強化し、保育の質
のさらなる向上を図る。

認可外保育施設衛生・安全
対策事業（児童分）

乳幼児の衛生及び安全を確保し、その健全育成に資するため、
認可外保育施設を利用する児童の健康診断に要する経費の一
部補助を行う。

福祉サービスの第三者評価
事業

福祉サービスの質の向上と利用者への事業者選択情報の提供
を目的として、事業者の提供する福祉サービスの質の第三者評
価を行う。

認可外保育施設研修代替職
員費補助

事業概要

保育カウンセラー事業

児童虐待の早期対応・防止等のため、保育カウンセラーと保育
アドバイザーが市内認可保育所を訪問し、児童処遇に関する相
談、児童のケアや保護者対応を指導、助言しながら、保育所を
支援する。
また、緊急事件等発生時において、迅速に児童、保護者、保育
士等のカウンセリングを行い、対象者の心のケアに努める。

認可外保育施設の保育従事者の資質向上及び入所児童の処
遇向上を目的として、認可外保育施設の保育従事者に研修へ
の参加を促進させるため、代替職員を雇用した場合の経費の一
部補助を行う。

認可外保育施設衛生･安全
対策事業（職員分）

認可外保育施設に従事する職員の感染症などへの罹患を未然
に防止することにより、施設を利用する児童の衛生及び安全を
確保するため、北九州市内に所在する認可外保育施設に勤務
する職員の健康診断に要する経費の一部補助を行う。

・年間を通じた待機児童の解消を目指した、小規模保育所事業の実施
・保護者の多様な保育ニーズに応える特別保育や病児・病後児保育室の充実
・保育所の適正配置の推進及び保育環境の向上
・保護者ニーズと保育サービスの適切な結び付け
・待機児童対策の一環としての保育士の確保の推進

課
長
名

本脇　尉勝
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

保育指導専門員の配置
認可外保育施設の指導監督の強化のため、認可保育所の所長
経験者を保育課に配置し、きめ細かな指導を行う。

保育課

人件費

目安の金額

18,408,495 千円 203,500 千円

課題解決に向けた強化・見直し内容事業名



主要 業務目的 課題事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名

保育の質の向上

○

・多様化する課題に対応
しながら、子ども・家庭・
地域への支援を進める
ため、保育士の専門性
の向上に取り組むととも
に、その業務を支える取
り組みを進め、保育の質
の向上を図ることが必要

・保育所に求められる役割の多様化を踏ま
え、体系的な研修等を通じて保育士等の専
門性の向上に取り組むとともに、保育所に対
する専門的な支援体制を強化し、保育の質
のさらなる向上を図る。

保育推進（家庭に対する啓発
事業の推進）

家庭支援推進保育所の乳幼児の健全な発達を図るため、保護
者に対して育児知識、育児技術の啓発を行う。

保育推進（保育に関する研
修）

職員の家庭支援推進保育に対する認識を深めるため、家庭支
援推進保育に関する日常の研究や実践活動の交流を行う。

保育所園庭芝生化事業
元気な子どもの育成を目的とし、入所児童が保育所園庭で跳ん
だりはねたりできるよう、保育所園庭の芝生化を行う

公立保育所改良事業
直営保育所の施設の長寿命化・延命化を図るために、施設の大
規模改修等を実施する。

公立保育所運営費（配分）
直営保育所のより良い保育環境を整えるため、施設修繕等を行
う。

保育料徴収業務
保育料の収納対策のため、保育所長を保育料収納事務協力員
に任命して、保育所での保育料徴収業務を行う。

保育所待機児童の解消を図るため、保育士資格を持っていて、
現在、保育所等の職についていない人を対象に研修や実習を
行う。

第三者評価事業フォローアッ
プ研修会

北九州市児童福祉施設等第三者評価基準の理解を更に促進
し、保育の質の向上を図るため、研修会を行う。

保育士等資格活用研修事業

保育所連盟運営費補助
保育事務の円滑化を図るため、各保育所の補助金の受付や交
付事務等を行う北九州市保育所連盟に対して、運営費の補助を
行う。

給食献立伝達研修
保育所給食業務遂行上必要な基礎知識・技能の習得及び献立
内容の伝達のための研修を行う。

社会福祉法人等が施設整備のため、独立行政法人福祉医療機
構及び北九州市社会福祉協議会から借り入れた資金の元金及
び利子の一部補助を行う。

施設連盟団体補助金
本市の保育事業の振興を図るため、市内全保育所の職員を対
象とし、毎年開催する「北九州市保育研修大会」等に要する経費
の補助を行う。

元利補給補助（保育所）

民間保育所運営補助
児童の処遇向上及び公私格差是正のため、民間保育所に対し
運営費の補助を行う。



主要 業務目的 課題事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名

保育の質の向上

○

○

・多様化する課題に対応
しながら、子ども・家庭・
地域への支援を進める
ため、保育士の専門性
の向上に取り組むととも
に、その業務を支える取
り組みを進め、保育の質
の向上を図ることが必要

・保育所に求められる役割の多様化を踏ま
え、体系的な研修等を通じて保育士等の専
門性の向上に取り組むとともに、保育所に対
する専門的な支援体制を強化し、保育の質
のさらなる向上を図る。

公立保育所運営費（義務）
直営保育所のよりよい保育環境を整えるため、必要な保育及び
整備を行う。

緑地保育センター運営委託
第１、第２緑地保育センターの管理・運営を指定管理者制度を活
用し、委任する。

公立保育所運営委託(指管)
指定管理保育所８所と藍島保育所（へき地保育所）の管理・運営
を指定管理者制度を活用し、委任する。

託児施設援護事業
入所している乳幼児の処遇向上を図るため、昭和59年4月1日以
前に施設開設の届出があった認可外保育施設に対して、援護
費の支給を行う。

直営保育所保育環境整備工
事

建物の延命化を図るため、築３０年以上が経過し施設の老朽化
が著しい直営保育所について、計画的に大規模な内部改修を行
うことによって、保育環境を整備する。

民間保育所運営費
民間保育所における保育を行うため、必要な保育所運営費を支
弁する。

保育推進（加配保育士の配
置等）

保育の質の向上を図るため、家庭支援推進保育所に対し、保育
士の加配を行う。

保育所の管理（施設整備・施
設改良）

家庭支援推進保育所のより良い保育環境を整えるため、施設修
繕等を行う。

保育推進（保育内容の充実・
公立）

家庭支援推進保育所のより良い保育環境を整えるため、保育内
容の充実を図る。

研究集会等参加（保育） 人権研修等各種研修参加に要する経費。



主要 業務目的 課題事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名

○

○

○

○

○

保護者の就労形態の多様化により、休日に就業する保護者等
を支援するため、休日に保育所を開所し、保育に欠ける児童の
保育を行う。

病児・病後児保育事業
多様な保育ニーズに対応するため、家庭での保育が困難な病
気中・病気の回復期にある児童を一時的に預かる病児・病後児
保育を実施する。

病児・病後児保育事業（重
点）

病児・病後児保育事業の拡充を図るため、実施箇所数を増や
す。

公立保育所特別保育事業
多様な保育ニーズに対応するため、直営保育所の延長保育、一
時保育、障害児保育等の特別保育事業を実施する。

多様なニーズに対応
した特別保育及び障
害児保育の充実

・延長保育・夜間保育な
どの「特別保育」につい
ては、仕事と、家庭にお
ける子どもの生活リズム
や子育てとの調和に配
慮し、その必要性を見極
めながら充実を図ること
が必要
・子どもが病気の時の対
応について、子どものた
めに仕事を休める体制
と、病気の子どもを預か
る仕組みの両方を確立
することが必要
・障害のある子どもにつ
いて、子どもの状況に配
慮しながら、保育所での
受け入れをさらに進め、
保護者の仕事と子育て
の両立を支援することが
必要
・発達障害など特別な支
援を要する子どもについ
て、専門機関との連携の
もと、子どもの発達に応
じた適切な保育を行いな
がら、保護者の障害受容
へ向けた働きかけを行う
ことが必要

・家庭における子育てと仕事の調和や、子ど
もの生活リズムに十分配慮しながら、延長保
育や病児保育など、多様なニーズに対応し
た保育サービスの充実を図る。
Ｈ２６年度については、多様な保育ニーズに
応えるため、民間保育所での午後８時までに
延長保育を１箇所実施するとともに、家庭で
の保育が一時的に困難になった場合の一時
保育を行う施設を３箇所増やす。また、家庭
での保育が困難な病気中・病気の回復期に
ある児童を一時的に預かるため、病児・病後
児保育施設を２箇所新設する。
・障害のある子どもの福祉の向上および保
護者の仕事と子育ての両立支援を図るた
め、関係機関との連携を深めながら、障害児
保育の充実に取り組む。

特別保育事業補助
多様な保育ニーズに対応するため、民間保育所の延長保育、一
時保育、障害児保育等の特別保育事業を実施する。

特別保育事業補助（重点）
民間保育所の特別保育事業の拡充を図るため、一時保育等の
実施箇所数を増やす。

特定保育事業
多様な保育ニーズに対応するため、週2.3日又は午前か午後の
みなど必要に応じて柔軟に利用できる保育サービスを実施す
る。

休日保育事業



主要 業務目的 課題事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名

○

○
【新規】（仮称）北九州市子育
て支援コンシェルジュ配置事
業

保育所、幼稚園や地域の子育て支援の事業等の利用につい
て、情報の収集と提供を行うとともに、利用にあたり、子どもや保
護者からの相談に応じるため、各区役所に１名ずつ子育て支援
コンシェルジュを配置する。

保育サービスの基盤
整備（適正配置の推
進）

・今後の就学前児童数の
動向や、保護者の就労
希望の動向を踏まえな
がら、保育所入所定員の
見直しを図ることが必要
・入所定員の見直しにあ
たっては、地区ごとの保
育所配置の現状や児童
数の動向を踏まえなが
ら、入所希望に対応でき
るよう「適正配置」を推進
することが必要

年間を通じた待機児童の解消を図るため、年度中途の入所が
困難となっている３歳未満児の保育ニーズに対応することを目
的に、小規模保育事業を実施する。（施設改修費の補助）

家庭的保育事業

産休明けを含む乳児期の保育ニーズに対応するため、生後４３
日以上、原則２歳までの児童を技能と経験を有する者が、自宅
等を開放して、保護者から委託を受け、家庭的な明るい雰囲気
の中で保育を行う。

保育士就職支援事業
待機児童対策の一環として、保育士養成校卒業予定の学生等
を対象に、就職説明会を実施する等、保育所へのスムーズな就
職を支援し、保育士確保を図る。

・本市の保育所配置の現状や、保護者の就
労状況、地区ごとの児童数の動向などを踏
まえながら、保育所の適正配置と機能の強
化に取り組む。
Ｈ２６年度については、年間を通じた待機児
童の解消を図るため、年度途中の入所が困
難となっている３歳未満児の保育ニーズに対
応することを目的に、小規模保育事業を実施
する。また、待機児童対策の一環として、保
育士の資格を持っているが、保育士として就
労していない「潜在保育士」の就職や活用支
援等を行うとともに、保育士養成校卒業予定
の学生等を対象に、就職説明会を実施する
等、保育所へのスムーズな就職を支援し、保
育士確保を図る。
さらに、保育所、幼稚園や地域の子育て支援
事業等の利用について、保護者からの相談
に応じるため、各区役所に１名ずつ子育て支
援コンシェルジュを配置する。

保育所の適正配置（建設・整
備）

保育所が不足する地域で施設の老朽改築とあわせて、定員増
を図るなど保育所の適正配置を推進するとともに、保育環境の
向上を図る。

民間保育所整備補助
老朽化及び耐震診断の結果、整備が必要と判断された民間保
育所について、保育環境を改善し、入所児童等の安全性を確保
するため、改築や大規模修繕等を行う。

民間保育所耐震診断
入所児童等の安全性を確保するため、民間保育所の耐震診断
を行う。

小規模保育運営支援事業(保
育所)

年間を通じた待機児童の解消を図るため、年度中途の入所が
困難となっている３歳未満児の保育ニーズに対応することを目
的に、小規模保育事業を実施する。（保育所運営費の補助）

小規模保育設置促進事業
（保育所）



主要 業務目的 課題事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容事業名

○

○

その他 －

・家庭における子育てを支援するため、育児
相談や情報提供、親子遊び、地域交流、一
時保育など、保育所の機能を活かした取り組
みを一層充実する。
あわせて、支援の必要な子どもと家庭への
対応を強化するため、直営保育所の機能を
活かした子育て支援の充実を図る。
Ｈ２６年度は、８ヶ所ある所地域子育て支援
センターのうち２ケ所を廃止予定とする。

子育て支援総合コーディネー
ターの配置

「子育て支援サロンぴあちぇーれ」に子育て支援総合コーディ
ネーターを配置し、面接、電話、インターネット（メール）による子
育てに関する相談への対応を行うとともに利用者に必要な関係
機関との連絡・調整を行う。

地域子育て支援センター事
業

・直営保育所について、
運営の効率化とともに、
子育ての支援の観点か
ら、今後の役割、必要な
機能などを明確にした上
で、将来へ向けた施設の
再編と、その機能や人材
を活かした取り組みの強
化について検討すること
が必要

・直営保育所について、保育所運営の効率
化を図る。あわせて、直営保育所の施設と人
材を活用し、支援の必要な子どもと家庭への
継続した支援や、区役所の相談・コーディ
ネート機能の強化を図る。

親子通園事業

直営保育所で「親子通園クラス」を運営し、発達の気になる子ど
もを保護者とともに受け入れ保育所での遊びや体験、相談を通
じて継続して支援する。
また、保健・医療・福祉・教育の関係機関と連携しながら、児童
の保育所、幼稚園などへの移行を含めた伴走型支援を行う。

公立直営保育所調理業務の
民間委託

直営保育所の再編と
機能強化

－保育課一般 保育課の一般事務に必要な経費。

保育所における子育
て支援の充実

・家庭において子どもが
健やかに成長できるよ
う、今後とも、育児相談
や地域交流など、保育所
を拠点とした子育て支援
に取り組むことが必要
・直営保育所の機能を活
かしながら、発達の気に
なる子どもへの対応を強
化することが必要

保育所等の有するノウハウを活用して、子育て支援家庭支援活
動の企画、調整等を担当する職員を指定保育所に配置し拠点
保育所として、地域子育て支援センターの運営を行う。

直営保育所給食調理業務の民間委託化にかかる経費。



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

子ども家庭局

重
点
項
目

課長 2 人

係長 5 人

職員 7 人

主要 業務目的 課題

青少年の健全育成

　体験活動の推進

〇

青少年体験活動活性化事業
青少年育成事業情報を発信し、体験活動の場を紹介するとともに、青
年リーダーの養成などを通じて、更なる青少年の健全育成環境づくりを
図るもの。

北九州市・南九州市子ども交
流事業

南九州市・北九州市交流協定に基づき、それぞれの市の子どもたちが
相互交流する事業を通じて、両市の青少年の健全育成を図るもの。

チャレンジ１００キロ
心身ともにたくましい子どもたちの育成を目的として、約１００名の子ど
もたちが、市内の青少年施設に連泊しながら市内の山々など約１００キ
ロの行程を踏破するもの。

子ども会等地域活動推進事
業

地域における子どもの活動が全体的に低迷している状況にあるため、
地域で子どもたちが活動し成長する環境づくりや、そのような活動に携
わる市民への支援を行う。

野外教育等推進事業
自然体験活動などを通じて「生きる力」を育む野外活動等推進事業に
加え、夜宮青少年センターを拠点に中高生の居場所づくり、ボランティ
アの養成などに取り組むもの。

青少年ボランティアステーショ
ン推進事業

青少年が行うボランティア体験活動を支援・促進するもの。

子どもまつり
区ごとに子ども会、青少年育成団体や自治会等を構成員とする実行委
員会を設け、関係団体の協力のもと、子どもたちが楽しく過ごせるイベ
ントを実施するもの。

遊びの広場促進事業
子ども会をはじめとした青少年育成団体などの活動の活性化を図るた
め、他の団体・グループ活動の参考になる事業に対し支援を行うもの。

事業名 事業概要

　地域社会等における体験
活動等の機会の減少

　青少年に豊富な社会体験活動等の機会や場を
提供する。

成人祭
成人に達した青年を祝い励ますとともに、成人としての自覚を促すた
め、市民・民間・行政が一体となって、成人祭を実施するもの。

青少年団体育成補助金
青少年の健全育成や非行防止活動を推進するため、青少年団体の運
営や活動に対して補助金を交付し支援するもの。

北九州市青少年ボランティア
奨学金事業

青少年による社会貢献活動と学業の両立を支援し、活動を推奨するこ
とにより、様々な分野で地域社会を担う人材の育成を目的に奨学金を
給付するもの。

目安の金額

472,950 千円 125,500 千円

課題解決に向けた強化・見直し内容

青少年課

子どもや若者の健やかな成長や自立を支える環境づくりのため
　・青少年体験活動等活性化事業
　・「北九州市『青少年の非行を生まない地域づくり』推進本部」の運営
　・若者のための応援環境づくり推進事業　　　　　　　　などに取り組む

課
長
名

塚﨑　修
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額

人件費



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

〇

青少年の健全育成

　有害環境浄化
　非行少年等に対
　する支援

　非行者率や再犯者率が
全国平均よりも高い状態に
ある

〇

〇

〇

その他 -

青少年の健全育成

　体験活動の推進

子ども・若者応援センター
「YELL」の運営費

子ども・若者応援センター「ＹＥＬＬ」を拠点とし、社会生活を円滑に営む
上で困難を抱えている子どもや若者の自立を応援・支援するもの。

若者のための応援環境づくり
推進事業

若者向けＨＰや「北九州市子ども・若者支援地域協議会」の運営、ユー
スアドバイザー養成講習会の開催など、若者を総合的にサポートする
環境づくりを推進するもの。

-青少年課管理運営経費 青少年課の管理運営経費。

児童文化施設各種事業 児童文化科学館及びこども文化会館の各種事業に要する経費。

　青少年を取り巻く有害環境（ネットや違法ドラッ
グ等を含む）を浄化するとともに、非行防止教室
等の充実により、非行を未然に防止する取り組み
を進める。
　あわせて、非行歴のある少年の就労支援等、
地域で非行からの立ち直りを支えるための取り組
みを進める。

「北九州市『青少年の非行を
生まない地域づくり』推進本
部」運営事業

各種非行対策に対して効果的かつ総合的に、より実効性のある取り組
みを検討し、実施していくことで、『青少年の非行を生まない地域』の実
現を図るもの。

若者の自立支援

　子ども・若者を支援するた
めのネットワークづくりが必
要

　若者の自立に向けた意識
啓発、生活訓練等の機会を
確保することが必要

 ネットワークの充実・強化と併せ、相談者の状況
に応じた自立支援プログラムの検討と実施を行っ
ていくとともに、各相談機関の周知を行う。

「ユースステーション」運営費
中学生・高校生を中心とした若者の活動拠点となる、ユースステーショ
ンの管理運営経費及び各種事業にかかる経費。

青少年施設環境整備事業
より安全かつ身近に、快適に利用できるように、青少年施設の環境整
備を行うもの。

青少年施設管理運営費
指定管理制度以外の青少年の家４施設及び、青少年キャンプ場６施
設の管理運営費。

　施設・設備の老朽化
　耐震強度不足等

　新たに、幅広い世代の市民が「科学技術」に興
味を持つための仕組みづくりを検討する。

科学技術振興に関する調査
幅広い世代の市民が「科学技術」に興味を持つための仕組みづくりを
検討する。

児童文化施設管理運営費 児童文化科学館及びこども文化会館の管理運営経費。

　建物・設備等の老朽化
　青少年施設の老朽化に対応し、安全かつ快適
に利用できるよう、改修工事や環境整備に取り組
む。

青少年施設運営管理事業
（指定管理）

「もじ少年自然の家」「玄海青年の家」「かぐめよし少年自然の家」につ
いて指定管理者による運営管理を行うもの。

青少年施設建築物等定期点
検調査

市有建築物の法定点検の義務化に基づき、建築物の定期点検を行う
もの。平成２６年度は建築設備の点検を行う。



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

子ども家庭局

重
点
項
目

課長 4 人

係長 11 人

職員 37 人

主要 業務目的 課題

○

社会的養護が必要な
子どもへの支援

・里親制度の促進

子育ての悩みや不安
への対応

・引き続き、相談者への
適切な対応に努める。

メンタルフレンド派遣事業
ひきこもり児童や被虐待児童の家庭にメンタルフレンドを派遣
し、児童の心の健康の回復や生活リズムの向上、虐待の再発防
止や早期発見を目指す。

非行少年の立ち直り支援と
体制強化事業

学校、警察、地域等と連携して、非行少年及びその家庭への積
極的な支援を行う。

２４時間子ども相談ホットライ
ン事業

児童・保護者の様々な悩みや児童虐待の緊急対応等、24時間
365日体制で電話相談に応じる。

虐待を行った保護者や養育不安のある保護者に対し、カウンセ
リングや養育訓練を行い、児童虐待の未然防止、再発防止等を
図る。

里親制度の普及啓発、里親のための研修・相談・援助など、里
親の支援を総合的に実施する。

里親促進事業

不登校やひきこもり等の児童に対し、体験型教室を実施し、社
会適応力や対人関係能力等の向上を図る。

不登校や非行等の児童に対し、学校や社会への復帰支援を行
う通所施設である少年支援室の運営費。

家族のためのペアレントト
レーニング事業

ひきこもり等児童等宿泊等指
導事業

事業名

課
長
名

コ
ス
ト

26年度当初予算額

153,351 千円
守口　昌彦

事業概要

事業費

事業の実績・ニーズ等を考慮した事業規模
の適正化等により、経費の削減に努めなが
ら、事業を効果的に実施する。

少年支援室運営費

児童虐待防止（子どもの人権
擁護）推進事業

児童虐待への対応
・児童虐待の発生予防、
早期発見・早期対応

児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応及び適切な支援を
行う。

目安の金額

433,500 千円
人件費

事業の実績・ニーズ等を考慮した事業規模
の適正化等により、経費の削減に努めなが
ら、事業を効果的に実施する。

課題解決に向けた強化・見直し内容

子ども総合センター

青少年の健全育成

類似事業の見直しや、事業の実績・ニーズ
等を考慮した事業規模の適正化等により、
経費の削減に努めながら、事業を効果的に
実施する。

昨年と同様の手法で実施する。

・不登校や非行等の児童
学校や社会への復帰

・児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応を行うとともに、再発防止を図る。
・里親制度を促進し、社会的養護が必要な子どもへの支援を図る。
・不登校や非行等の児童や保護者等に対する支援を行い、青少年の健全な育成を図る。



主要 業務目的 課題事業名 事業概要 課題解決に向けた強化・見直し内容

社会保障・税番号制度の導入に伴う子ども相談情報システムの
改修にかかる経費。

車両更新（子ども総合セン
ター）

子ども総合センター事務費。

一時保護所における給食調理業務を民間に委託し、安全な給
食を継続的に提供するもの。

車両更新にかかる経費。
－

子ども総合センター運営費

子ども相談情報システム社
会保障・税番号制度対応事
業

一時保護所給食調理業務の
民間委託

その他 －



平成26年度　課の事業一覧

組
織
名

子ども家庭局

重
点
項
目

課長 1 人

係長 2 人

職員 2 人

主要 業務目的 課題

○

○

○

○

○

その他 ― ―男女共同参画一般管理 男女共同参画推進課事務費

男女共同参画推進施
設の整備

― ―

男女共同参画センター施設
整備事業

男女共同参画センターの施設整備を実施する。

男女共同参画センター及び
勤労婦人センター施設整備
事業

男女共同参画センター及び勤労婦人センターの施設整備を実
施する。

ワーク・ライフ・バランス推進
事業

「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会」を中心に、企業
等の取組支援や幅広く広報啓発を行う。

（公財）アジア女性交流・研究
フォーラム事業

男女共同参画推進という市の政策課題に対応するため、国際的
な視点等も加えながら様々な事業を推進する。

男女共同参画センター及び
勤労婦人センター管理運営
事業（指定管理）

ムーブ及びレディスもじ・やはたという地域の推進施設を通じて、
市民の男女共同参画に関する理解促進、女性の就業支援等、
様々な事業を行う。

課題解決に向けた強化・見直し内容事業名 事業概要

男女が性別にかかわ
りなく社会のあらゆる
分野に共に参画し、
その個性と能力を十
分に発揮することが
できる男女共同参画
社会の形成

・あらゆる分野における
政策・方針決定過程への
女性の参画拡大と男女
共同参画意識の浸透を
一層図ることが必要
・女性の就業、キャリア
アップ等を一層支援して
いくことが必要
・仕事と子育てや介護等
を両立させていくことが
必要
・ドメスティック・バイオレ
ンス(DV)に対する認識に
ついて、更なる広報・啓
発が必要

・事業者・地域等における方針決定過程への
女性の参画拡大を進める。
・再就職等への就業支援の充実を図り、女
性の就業機会の拡大を図る。
・男女共同参画センター等において、女性の
就業に関するスキル取得、キャリア形成・
キャリアアップへの支援などの事業を充実す
る。
・「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議
会」を中心に、企業や地域での様々な活動と
連携をしながら、「仕事と生活の調和」の取
組みを推進する
・DVに対する更なる啓発に取り組む。
・（公財）アジア女性交流・研究フォーラムの
研究部門については、第３次男女共同参画
基本計画に直結したプログラムの実施や、
市民に見える形での成果の還元を行う。
・男女共同参画センター等の企画業務の集
約化を進め、より効果的かつ効率的な運営
を図る。

男女共同参画基本計画推進
事業

男女共同参画基本計画の着実な推進のため、男女共同参画審
議会などの開催や事業報告などを行う。
DVに対する広報・啓発を行う。

地域における男女共同参画
推進啓発事業

地域における広報啓発事業を通して、男女共同参画推進社会
の実現を目指していく。

人件費

目安の金額

480,852 千円 46,500 千円

男女共同参画推進課

男女共同参画基本計画に基づく計画的・総合的な事業の実施
・あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画を拡大すると共に、男女共同参画意識が浸透した社会、地域の実現を目
指す。
・女性の活躍による経済社会の活性化や、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進する。
・女性に対する暴力等人権侵害行為の根絶と、生涯を通じた女性の健康支援を推進する。

課
長
名

櫻江　裕美
コ
ス
ト

事業費

26年度当初予算額


